
労働災害を防止するために、事業者、

発注者、関係請負人、労働者の一人一人が、

労働災害防止のための基本ルールを守り、

「安全衛生行動」
を確実に実行しましょう。

三重労働局・各労働基準監督署

死亡災害ゼロ・アンダー2,000みえ推進運動
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